
別紙 

令和８年度（２０２６年度）障がい者芸術文化活動普及支援事業について 

 

R8.5.7社会参加班  

１ 本事業の目的 

 障がい者の芸術文化活動を支援することで、障がい者の自立及び社会参加の推進を目的

とする。 

 

２ 事業の内容 

障がい者の芸術文化活動支援を行う民間団体（１団体）へ補助を行い、障がい者の芸術

文化活動を支援する。具体的な芸術文化活動は以下のとおり。 

（１）障がい者の芸術文化活動支援の拠点となる「障がい者芸術文化活動支援センター」

（以下「支援センター」という。）を設置する。支援センターでは以下の事業を実施す

る。 

① 芸術活動に関する相談支援  ② 芸術文化活動を支援する人材の発掘・育成 

③ 関係者のネットワークづくり ④ 芸術文化活動に参加する機会の確保  

⑤ 情報収集、発信       ⑥ 事業評価及び成果報告のとりまとめ 

（２）支援センターの機能を強化するため、次に掲げる取組のいずれか又は両方を実施す

る。 

①県内の障害福祉サービス事業所や文化施設等に出向いて行う相談やアドバイス 

②県内の福祉施設等と文化施設や文化芸術団体等が連携する取組に対する支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 予算 

予算額：５，０００千円  

内訳：身体障害者福祉費補助金（国庫） ２，５００千円 

   地域福祉基金          ２，０００千円 

    うち１，０００千円は再春館からの寄附金が財源 

   一般財源              ５００千円 

 

４ 補助対象団体の選定 

補助対象団体は公募の上、芸術文化関係者、行政関係者等で構成する審査会を設置して

選考することを原則とするが、応募団体が一団体であり、かつ前年度の補助団体で同様の

事業を実施する場合には、審査会での選考を行わず、補助団体を決定する。 

支援センターを設置
し、障がい者の芸術文
化活動を支援 

○芸術文化活動に
関する相談先が
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○作家や作品の発
表・情報発信の
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○展覧会開催等の
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支援センター 

≪事業内容≫ 

◆相談支援（相談窓口設置） 

◆人材の育成（研修会実施） 

◆ネットワークづくり 

（意見交換会開催） 

◆参加する機会の確保 

（展覧会の開催） 

◆情報収集・発信 

◆成果報告 

◆センターの機能強化の取組 

     事業の実施 

補助 
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